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○ 平成２７年１月より、次のとおり、北部地域包括支援センターを改称する予定。

見直し前 見直し後

北部地域包括支援センター（長島） 北部東地域包括支援センター

北部地域包括支援センター（多度） 北部西地域包括支援センター

北部地域包括支援センターの改称


